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令和３年１０月１２日発行 
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住所：敦賀市中央町２丁目１番１号 

（敦賀市役所１階 ４番窓口） 
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１１  児児童童ククララブブととはは    

児童クラブとは、保護者が労働や病気により放課後の家庭での養育が困難な児童に対し、保護

者に代わって適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的とした施設で

す。 
どのクラブでも学校が終わり、子どもたちが「ただいま」と元気よく帰ってくると、指導員

が「おかえり」と迎え、放課後の勉強や遊びのサポート等をします。 

  

 

 

 

２２  対対象象ととななるる児児童童    

児童クラブの開設校区の小学校に通学予定で、以下の要件を満たす児童 
（開設クラブ・校区は、３ページに記載） 

○同居する大人（２２００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満のの大大人人すすべべてて）） が次次ののいいずずれれかかのの要要件件を満たし、 

かつ、下校後児童の養育ができないこと。 

 （同居する大人とは、同一敷地内及び隣接する敷地に居住している方を含みます。） 
 

・・  就就労労ししてていいるる（（自自営営業業・・農農業業・・漁漁業業等等をを含含むむ））  

（原則、通常の勤務形態が平日週３日以上かつ１５時以降の終業であること。） 
 

・・  就就職職すするるたためめにに学学校校（（職職業業訓訓練練校校等等））にに通通学学ししてていいるる  

（原則、通常の在学時間が平日週３日以上かつ１５時以降の終了であること。） 
 

  ・・  病病気気やや心心身身のの障障ががいい、、介介護護等等そそのの他他のの事事由由にによよりり児児童童のの養養育育ががででききなないい  

  （状況の分かる証明書等が必要です。） 

 

 

３３  入入会会のの優優先先順順位位    

入会基準を満たしている方について、以下の順で入会を決定します。 
 

（１）低学年の児童 

（２）保護者の勤務日数及び時間 

（３）近隣の親族の有無等 

（４）きょうだいの児童クラブ受入れ状況 

 

※低学年の児童が一人で留守番をすることがないよう、上記優先順位を設けています。 

きょうだいで申込みをされた場合、年少の児童のみ入会となる場合もあります。 

※入会希望の児童クラブが受入可能人数を超えたときは、上記要件に該当している場合でも、 

入会をお待ちいただくことがあります。 

※年度当初（４月１日から）の入会は、申込期限までに申込みされた方を優先します。ただし、転

入や就労状況の変更等があった場合は随時入会申込みを受付けますので、ご相談ください。 

  

周りに協力者がいないため、どうしても児童クラブが必要な方が入会できるよう、近隣の親

族等に養育をお願いできる方につきましては、入会をご遠慮いただきますようお願いします。 



2 

１１  児児童童ククララブブととはは    

児童クラブとは、保護者が労働や病気により放課後の家庭での養育が困難な児童に対し、保護

者に代わって適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的とした施設で

す。 
どのクラブでも学校が終わり、子どもたちが「ただいま」と元気よく帰ってくると、指導員

が「おかえり」と迎え、放課後の勉強や遊びのサポート等をします。 

  

 

 

 

２２  対対象象ととななるる児児童童    

児童クラブの開設校区の小学校に通学予定で、以下の要件を満たす児童 
（開設クラブ・校区は、３ページに記載） 

○同居する大人（２２００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満のの大大人人すすべべてて）） が次次ののいいずずれれかかのの要要件件を満たし、 

かつ、下校後児童の養育ができないこと。 

 （同居する大人とは、同一敷地内及び隣接する敷地に居住している方を含みます。） 
 

・・  就就労労ししてていいるる（（自自営営業業・・農農業業・・漁漁業業等等をを含含むむ））  

（原則、通常の勤務形態が平日週３日以上かつ１５時以降の終業であること。） 
 

・・  就就職職すするるたためめにに学学校校（（職職業業訓訓練練校校等等））にに通通学学ししてていいるる  

（原則、通常の在学時間が平日週３日以上かつ１５時以降の終了であること。） 
 

  ・・  病病気気やや心心身身のの障障ががいい、、介介護護等等そそのの他他のの事事由由にによよりり児児童童のの養養育育ががででききなないい  

  （状況の分かる証明書等が必要です。） 

 

 

３３  入入会会のの優優先先順順位位    

入会基準を満たしている方について、以下の順で入会を決定します。 
 

（１）低学年の児童 

（２）保護者の勤務日数及び時間 

（３）近隣の親族の有無等 

（４）きょうだいの児童クラブ受入れ状況 

 

※低学年の児童が一人で留守番をすることがないよう、上記優先順位を設けています。 

きょうだいで申込みをされた場合、年少の児童のみ入会となる場合もあります。 

※入会希望の児童クラブが受入可能人数を超えたときは、上記要件に該当している場合でも、 

入会をお待ちいただくことがあります。 

※年度当初（４月１日から）の入会は、申込期限までに申込みされた方を優先します。ただし、転

入や就労状況の変更等があった場合は随時入会申込みを受付けますので、ご相談ください。 

  

周りに協力者がいないため、どうしても児童クラブが必要な方が入会できるよう、近隣の親

族等に養育をお願いできる方につきましては、入会をご遠慮いただきますようお願いします。 

3 

４４  開開設設場場所所   児童の通う小学校を基準にクラブを選択してください。  

 ※中郷児童クラブは１・２年生、第２中郷児童クラブは３年生以上の児童が対象です。 

 ※第３粟野児童クラブは萩野町に住所のある児童が対象です。 

 ※南児童クラブと第２南児童クラブは統合し、敦賀南小学校内で、新「南児童クラブ」として

開所します。 

 

５５  開開所所時時間間    

（１）平   日 … 下 校 時～１８時００分 

（２）土 曜 日 … ８時００分～１２時００分 

   ※中央児童クラブでは、土曜一日預かり（８時００分～１８時００分）を実施しています。

（他校区の方も利用可能） 

（３）学校休業日 … ８時００分～１８時００分 

 

 

６６  休休  所所  日日    

（１）日曜日 

（２）国民の祝日 

（３）年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（４）インフルエンザ等による学校閉鎖の日（学級・学年閉鎖を含む） 

※学級・学年閉鎖等一部閉鎖の場合は、当該学級児童のみ通所禁止となります。 

（５）その他児童クラブの開所ができない日 

※自然災害等により学校が臨時休校となる場合その他児童クラブの開所が困難となる 

日は、休所します。 

  

 名称 開所施設 住  所 電話番号 小学校 
１ 北 旧敦賀北小学校 曙町１１番９４号 21-0123 角鹿 
２ 南 敦賀南小学校 清水町１丁目１０番４０号 24-1038 敦賀南 
３ 西 敦賀西小学校 結城町８番６号 21-0775 敦賀西 

４ 松原 
松原児童クラブ 
松原小学校 

松島町２８番４０号 
松島町２７番２２号 

23-1521 
(23-1670) 

松原 

５ 沓見 沓見児童クラブ 沓見７０号６番地 22-4405 沓見 
６ 中郷 中郷保育園 道口２４号２番地の１（岡山町２丁目） 22-7022 中郷 
７ 第２中郷 中郷体育館 羽織町３４番地（坂下） 24-1035 中郷 
８ 中央 中央小学校 野神４０号２４９番地 21-0700 中央 
９ 粟野 粟野保育園 莇生野５４号３２番地の１ 22-5288 粟野 
１０ 第２粟野 粟野小学校 莇生野４７号１１番地 24-1036 粟野 
１１ 第３粟野 萩野町公民館 莇生野８７号６番地の７（萩野町） 23-3106 粟野 
１２ 黒河 御名ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 御名７０号９番地 21-1122 黒河 
１３ 粟野南 つくしんぼ保育園 公文名２９号１番地の２ 25-8547 粟野南 
１４ 第２粟野南 第２粟野南児童クラブ 山８０号１番地の１（公文名） 24-0057 粟野南 
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７７  保保護護者者負負担担金金    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

※※負負担担金金をを２２ヵヵ月月以以上上滞滞納納ししたた場場合合はは、、退退会会ととななりりまますす。。 

※月の途中で入会する場合は、日割り計算をします。 

※月の途中で退会する場合は、退会月の１４日までに退会届（様式第４号）を児童クラブに 

提出した場合に限り日割り計算をします。 

 

 

※負担金の納付は口口座座振振替替を実施しています。児童クラブまたは児童家庭課から配布する 

「口座振替依頼書」を入会日までに指定金融機関にご提出ください。 

（キャッシュカードを使って口座振替の申込みができる『『PPaayy--eeaassyy』』、インターネットか 

ら口座振替の申込みができる『『wweebb 口口座座振振替替受受付付ササーービビスス』』も利用できます。） 

◎ 引落日は毎月２７日（土・日・祝日のときは、翌営業日。１２月期は２５日）です。 

◎ 口座振替で納付した場合の領収証書については、預金通帳への記載により省略します

のでご了承ください。 

 

 

※以下に該当する場合は、負担金が免除となります。児童家庭課までご相談ください。 

      ・生生活活保保護護法法にによよるる保保護護を受けている場合 

     ・災災害害により負担金の納入が困難となる場合 

・その他市長がやむを得ない事情があると認める場合 

 

 

  敦敦賀賀市市ひひととりり親親家家庭庭放放課課後後児児童童ククララブブ利利用用料料（（保保護護者者負負担担金金））補補助助ににつついいてて    

下記に該当する場合は、保護者負担金の一部を補助する制度が利用できます。 

 

１ 対象者  児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成を受給している保護者 

２ 補助金額 対象児童１人につき一月あたり２，５００円 

（入退会により日割り計算となった場合２，５００円を上限とする日割額） 

    ※詳細は「ひとり親家庭放課後児童クラブ利用補助制度のお知らせ」をご確認ください。 

  

 

 

  

（１）負担金   月額 ４,０００円（児童１人につき） 

         ただし、７月は５,０００円、８月は６,０００円 

（２）傷害保険料 ３００円程度（入会月のみ） 

         ※退会し、同年度に再入会した場合も必要です。 

         ※年度によって金額が変更となる場合があります。 

（令和３年度実績３００円） 
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８８  申申込込みみ    

（１） 申込みに必要な書類 （②、③はきょうだいで兼ねることができます。） 

①①  敦敦賀賀市市立立放放課課後後児児童童ククララブブ入入会会申申込込書書  （（様様式式第第１１号号））（（児児童童１１名名ににつつきき１１枚枚））  

②②  家家族族のの就就労労等等のの証証明明書書  

２２００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満でで同同居居すするる大大人人すすべべててのの方方 について証明書が必要です。  

（同居する大人とは、同一敷地内及び隣接する敷地に居住している方を含みます。） 

（ア）就就労労ししてていいるる方方  保護者等の労働証明書  

※自営業でも有限・株式会社の場合や、事業主以外のご家族の方は、この様式 

となります。 
 

（イ）自自営営業業のの方方（個人・家族経営、農業、漁業等） 保護者等の労働申告書兼証明書  

※自営をしている証明書類が別に必要となります。 
 

（ウ）そそのの他他（病気、障がい、就学中、介護）  申告書  

※医師の診断書、障害者手帳、在学証明書、介護が必要な方の診断書等を添付 

して提出してください。 

   ③③  敦敦賀賀市市立立放放課課後後児児童童ククララブブ入入会会申申込込みみ同同意意・・確確認認書書  

★ 申込書類は、各児童クラブ、児童家庭課にてお渡しします。また、敦賀子育て支援情報

サイト「KOSODATE TSURUGA」からもダウンロードできます。 

（ 子どもを一時的に預けたい → 放課後児童クラブ ） 

 

（２） 当初申込みの流れ  

 

 新新規規のの申申込込みみををさされれるる方方（（新新１１年年生生をを含含みみまますす。。））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

令令和和３３年年１１１１月月６６日日（（土土））、、１１１１月月１１３３日日（（土土））、、１１１１月月１１９９日日（（金金））ののううちち、、  

各各児児童童ククララブブがが指指定定ししたた受受付付日日時時※※に入会予定のお子さんを連れて、申込書類を入会希望の児

童クラブに提出してください。（親子面談を行います。） 

  

※１１月５日（金）までに入会希望の児童クラブに連絡して受付日時の指定を受けてく 

ださい。 

※上記の日時で都合の悪い場合は、各児童クラブへ連絡し、日程を調整してください。 

１１月月下下旬旬  入会結果 通知 

２２月月中中旬旬  新１年生入会説明会 

（新２年生以上の説明会については、各児童クラブから別途連絡します。） 

４４月月１１日日～～ 入会 
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  継継続続のの申申込込みみををさされれるる方方（（現現在在、、児児童童ククララブブにに入入会会ししてていいるる方方））  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年度途中に入会を希望する場合は、入会希望の２週間前までに必要書類を児童クラブにご提

出ください。入会時期を調整の上、保護者に入会の許可（不許可）について連絡します。 

※入会中に保護者が退職・休職する場合は、原則、一度退会していただき、復職されるときに

再度入会の手続きをしていただきます。ご家庭の事情などで入会継続を希望する場合は、ご

相談ください。 

※人人数数調調整整等等にによよりり、、ごご希希望望ののククララブブにに入入会会ででききなないい場場合合ががあありりまますす。。  

  

９９  申申込込みみににああたたっっててののおお願願いい    

  （（１１））児児童童ククララブブのの入入会会ににつついいてて、、おお子子様様ととよよくく話話ををししててくくだだささいい。。  

特に高学年の児童は、成長に伴い活動や興味の範囲が広がっていきます。 

放課後の過ごし方について、ご家族でよく話をしてください。  

（（２２））ごご家家庭庭ででのの時時間間・・おお友友達達とと遊遊ぶぶ時時間間をを作作っっててくくだだささいい。。  

 児童クラブは、ご家族がやむを得ず、子どもとの時間が持てない（養育できない）間の

支援です。ご家庭で養育できる状態にあるときは、開所時間内であっても迎えに来てい

ただき、ご家庭で過ごす時間を持ってください。  

（（３３））開開所所時時間間内内のの送送迎迎ににごご協協力力くくだだささいい。。  

        開所時間外はお子様をお預かりできませんので、開所時間内の送迎にご協力ください。 

（（４４））児児童童ククララブブのの円円滑滑なな運運営営ににごご協協力力くくだだささいい。。  

    ・児童クラブの活動中に病気やけがをした場合は保護者の方に連絡しますので、速やか

に迎えにきてください。 

   ・他の児童に感染の恐れがある病気であると見込まれる場合は、児童クラブの利用をご

遠慮ください。 

   ・お子様の児童クラブでの活動によって、他の児童に危険が及ぶと判断した場合は、保護

者の方にその旨をお伝えします。児童クラブが安全に、全ての児童が楽しく過ごせる場

所になるよう、ご協力をお願いします。 

    

４４月月１１日日～～ 入会 

申申込込受受付付期期間間  １１００月月１１２２日日（（火火））～～１１１１月月１１９９日日（（金金））  に申込書類を入会中の児童クラ

ブに提出してください。 

※中郷児童クラブの新３年生の児童は、第２中郷児童クラブに連絡し、申込書類の提出及び親

子面談を行ってください。 

※南、第２南児童クラブに入会している児童は、現在入会しているクラブに申込書類を提出し

てください。令和４年４月からの入会は、敦賀南小学校内「南児童クラブ」になります。 

１１月月下下旬旬  入会結果 通知 
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  継継続続のの申申込込みみををさされれるる方方（（現現在在、、児児童童ククララブブにに入入会会ししてていいるる方方））  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年度途中に入会を希望する場合は、入会希望の２週間前までに必要書類を児童クラブにご提

出ください。入会時期を調整の上、保護者に入会の許可（不許可）について連絡します。 

※入会中に保護者が退職・休職する場合は、原則、一度退会していただき、復職されるときに

再度入会の手続きをしていただきます。ご家庭の事情などで入会継続を希望する場合は、ご

相談ください。 

※人人数数調調整整等等にによよりり、、ごご希希望望ののククララブブにに入入会会ででききなないい場場合合ががあありりまますす。。  

  

９９  申申込込みみににああたたっっててののおお願願いい    

  （（１１））児児童童ククララブブのの入入会会ににつついいてて、、おお子子様様ととよよくく話話ををししててくくだだささいい。。  

特に高学年の児童は、成長に伴い活動や興味の範囲が広がっていきます。 

放課後の過ごし方について、ご家族でよく話をしてください。  

（（２２））ごご家家庭庭ででのの時時間間・・おお友友達達とと遊遊ぶぶ時時間間をを作作っっててくくだだささいい。。  

 児童クラブは、ご家族がやむを得ず、子どもとの時間が持てない（養育できない）間の

支援です。ご家庭で養育できる状態にあるときは、開所時間内であっても迎えに来てい

ただき、ご家庭で過ごす時間を持ってください。  

（（３３））開開所所時時間間内内のの送送迎迎ににごご協協力力くくだだささいい。。  

        開所時間外はお子様をお預かりできませんので、開所時間内の送迎にご協力ください。 

（（４４））児児童童ククララブブのの円円滑滑なな運運営営ににごご協協力力くくだだささいい。。  

    ・児童クラブの活動中に病気やけがをした場合は保護者の方に連絡しますので、速やか

に迎えにきてください。 

   ・他の児童に感染の恐れがある病気であると見込まれる場合は、児童クラブの利用をご

遠慮ください。 

   ・お子様の児童クラブでの活動によって、他の児童に危険が及ぶと判断した場合は、保護

者の方にその旨をお伝えします。児童クラブが安全に、全ての児童が楽しく過ごせる場

所になるよう、ご協力をお願いします。 

    

４４月月１１日日～～ 入会 

申申込込受受付付期期間間  １１００月月１１２２日日（（火火））～～１１１１月月１１９９日日（（金金））  に申込書類を入会中の児童クラ

ブに提出してください。 

※中郷児童クラブの新３年生の児童は、第２中郷児童クラブに連絡し、申込書類の提出及び親

子面談を行ってください。 

※南、第２南児童クラブに入会している児童は、現在入会しているクラブに申込書類を提出し

てください。令和４年４月からの入会は、敦賀南小学校内「南児童クラブ」になります。 
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１１００  夏夏季季休休業業期期間間のの一一時時入入会会ににつついいてて    
 
  児童クラブでは、夏夏季季休休業業期期間間ののみみ一時入会を実施しています。 

   

◇入会期間    夏季休業期間 開始日～終了日 

◇対象者     通常入会と同様。 

ただし、保護者等の就労等の時間は、原則、平平日日週週３３日日以以上上かかつつ  

１１３３時時以以降降のの終終業業であること。 

◇優先順位    通常入会と同様。 

◇保護者負担金  ７７月月  ２２，，００００００円円、、８８月月  ６６，，００００００円円 

※入会後に各クラブから納付書をお渡ししますので、金融機関で納 

めてください。 

※負担金の他に、傷害保険料（３００円程度）が必要となります。 

◇申込方法    通常入会と同様の書類（→５ページの８申込み（１））を申込期間中に入 

会希望児童クラブに提出してください。 

◇申込期間    令令和和４４年年５５月月中中をを予予定定（（日日程程がが決決ままりり次次第第、、広広報報等等ででごご案案内内ししまますす。。））  

※申込期間終了後は、転入や急な就労状況の変更等、特別な場合を除い 

て申込受付ができません。  

◇入会決定    ７月上旬  

※定員の空き状況等を考慮し、入会クラブを決定します。 

※校区外のクラブに案内する場合もございます。 

◇その他     弁当・水筒、その他クラブで使用するものが必要です。 

 （親子面談でお伝えいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



敦賀市では、令和 3年 4月 1日より、子育て環境に関する総合的なホームペー

ジとして、「敦賀子育て支援情報サイト（KOSODATE TSURUGA）」を開設しました。

現在の子育て支援に関するコンテンツを整理・集約し、情報をキャッチしや

すくするため、子育てに関する総合的なホームページとして、作成しました。

主な特徴として、シンプルさ・分かりやすさ、「年代別」「目的別」「対象者別」

など検索しやすさや、スマートフォン・タブレット端末での閲覧環境を重視し

ています。

「子育て環境日本一」の実現に向けた取組みの一つとして、ホームページを

活用し、結婚、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない敦賀市の子育て施策

を積極的に発信していきます。ぜひご利用ください。

K O S O D A T E T S U R U G A
敦賀子育て支援情報サイト

敦賀子育て支援情報サイト
「KOSODATE TSURUGA」
敦賀市ホームページからもご覧いただけます。


